
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 新型コロナでの中小事業者等の固定資産税・都市計画税の減免 

申請期限（2月 1日）以降の申請にも、柔軟に対応されます 
 ～ 国の通知に基づき減免申請の柔軟な対応を行うよう、日本共産党市議団で市長へ申し入れ ～ 
 新型コロナ感染症により減収となった中小事業者に対し、2021 年

度の固定資産税・都市計画税が減免されます。しかし減免の申請期間

がわずか 1 カ月、期限が 2 月 1 日でした。対象事業者が漏れなく申請

できるよう、1 月 15 日に総務省が出した通知に基づき柔軟な対応を

行うよう、緊急に党市議団として市長への申入れを行いました。 
 市からは、「国の通知の立場で柔軟に対応する」との回答でした。 
【要望内容】 
１、新型コロナ禍という事情の中で、期限内に減免申請ができなかった事

業者に対し、期限後も受付を行い、申請受付の対応を柔軟に行うこと 
２、期限後申請受付を柔軟に行う旨を、直ちに、さまざまな手段によって、

対象となりうる事業者へ周知すること 
 

 

【減免対象となる事業者や要件】 

相談先はこちらです 
やむを得ない理由がある

方の 2月以降の相談・申請は、

以下で受け付けています。 
固定資産税課 
☎096-328-2195 

までご相談ください。 
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す
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総務省の通知では、 
1 月 15 日の総務省通知では、減

免について「やむを得ない理由があ

ると市町村長が 認める場合には、申

告期限後の申告をもって特例を適用

させることができる」とされ、期限後

の申告について納税者の置かれた状

況に十分に配慮することを求めてい

ます。 

 

 

〇対象となる中小事業者とは？ 

・資本金が 1 億円以下の法人 

・資本・出資を有しない法人または個人は従業員 1,000人以下の場合 等 

〇軽減の対象とその内容は？ 

【対象者】市内に事業用家屋・償却資産を有する中小事業者等（性風俗等は除く） 

【対象資産】 「事業用家屋」及び「設備等の償却資産」 

【軽減率】・50％以上減少⇒全額 ・30％以上 50％未満減少⇒2分の 1 
   2020年2～10月の任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 

〇詳しい内容は、市役所 HP をご覧ください。 
「新型コロナ感染症等に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について」 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 種々の対策が打ち出されていますが、市民に寄り添

った対策が必要です。地域住民まで対象となる PCR
検査の拡充や医療機関への支援、減収で行き詰ってい

る事業者への直接の支援など、差し迫って求められま

す。市民の声をしっかりと聞きながら、引き続き支援

の拡充を求めていきます。 

「療養支援センター」設置 
 自宅療養者等の増加に伴い、健康観察業

務を外部委託で行うものです。県と市が協

力して、民間コールセンターに事業を委託

し、「療養支援センター」を設置します。 
【期間】 ２～3 月 
 ＊毎日 9：00～19：00、オペレーター7 名・

常駐看護師 1 名体制で業務を行います。  
【対象者】 
① 感染者の濃厚接触者（2 週間・1 日 200 人） 
② 外国からの帰国者（2 週間・1 日 50 人） 
③ 入院調整中の感染者（1 日 100 人） 

 ＊予定人数は、予算上の人数です。 
 ＊感染者の退院後の 4 週間の経過観察は、保

健所で対応します。 
【予算の内訳】 

人件費 953 万円・通話料等 63 万円  
  管理費 102 万円・消費税 112 万円   
    合計 1,230 万円 

熊本市は、新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策【第 11 弾】を実施します。 
⑴ クラスター発生を防止するための通所・訪問系の高齢者・障がい者事業所の

従業員に PCR検査を実施（前号で紹介）  3 億 6,000 万円       
⑵ 自宅療養者等が安心して療養生活ができるよう健康観察を実施 2,000 万円 
⑶ 新しい生活様式への移行を支援（テレワーク・デリバリーを促進）3,000 万円 
臨時議会後の提案となったので、専決処分で補正予算を執行、事業を行います。 
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テレワーク利用促進事業 
 感染防止対策として、熊本市内の宿泊施

設が提供するテレワークプランの利用の一

部を市が負担することで、テレワークの利

用を促進します。 
【割引内容】（1 人 1 回あたり） 

対象プラン 割引額 最低自己負担 

2,000 円以上 4,000 円未満 1,500 円  500 円 
4,000 円以上 3,000 円 1,000 円 
【利用対象者】  
 県内に居住し、テレワークを目的とする人 
【実施期間】 
2021 年 2 月 1 日～3 月 31 日 24 時チェックアウト 
【予算額】 1,500 万円 
＊「宿泊施設の参加登録」や「登録した宿泊施

設」は、随時熊本市 HP でお知らせします。 
＊お問い合わせは、 

運営コールセンター（専用電話） 
  ☎050-8880-6548 

 
 
 

 

飲食店デリバリー促進事業 
 感染防止の観点で、飲食店のデリバリー

サービス利用を促進するために、利用者の

配達料を熊本市が負担します。 
 補助対象事業者に登録した事業者の配達

を利用した場合に限り、助成が受けられま

す。（2 月 1 日現在：2 事業者のみ） 
【補助対象事業者】 
 熊本市内の飲食店を対象とした飲食デリバ

リーサイト等を有している、または飲食の宅配

代行事業を実施していること 
【配達無料期間】2 月上旬～3 月 31 日まで 
＊補助対象事業者は、熊本市 HP や LINE、各

飲食デリバリーサイトでお知らせされます。 
＊お問い合わせは、 

産業振興課 ☎ 096－328－2386 

熊本市の新型コロナ対策【第 11弾】を実施 


